
 

等級の区分 
 
第１ 建設工事契約の等級 
 

 
附則  

令和７年 4 月 1 日から施行する。 

ただし、令和 7 年度及び令和８年度において有効となる競争参加資格審査から適用するものとし、 

令和 6 年度における随時の審査については、従前の例による。 

 
 
 
第２ 測量・建設コンサルタント等契約の等級 
 

 
 


